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第第９９章章  小小児児虐虐待待対対応応チチーームム（（CChhiilldd  AAbbuussee  AAccttiioonn  TTeeaamm））  

 増加する乳幼児虐待の問題に、病院として組織的に対応するため、平成１５年１０月、院内に「小児虐待

対応チーム（以下 CAAT）」が置かれた。新都心への移転を機に、チームの在り方はこれまでとは違った様相

を見せることになった。最も大きな変化は、外傷系の患者の増加である。救急搬送されてくる患者の重症度

が高くなり、これまでの「個々のケースに寄り添って動く」スタンスから「早期に判断し方針を決める」対

応が求められるようになった。このため、月１回の定例会以外の臨時会議の目的を明確にし、極力短時間で

開催できるよう模索を始めた。 

メンバー構成は次のとおりである。リーダーは代謝・内分泌科の副病院長、サブリーダーは放射線科の副

病院長が務めた。その他の診療科としては、総合診療科、脳神経外科、新生児科、精神科、整形外科、眼科、

集中治療科、形成外科、救急診療科、外傷診療科、消化器・肝臓科で構成されており、医師のメンバーは１

５名となった。これら小児に関わるほとんどすべての診療科の医師が関与することにより、虐待診断および

治療について多角的かつ重層的な視点からの検討が可能となっている。看護部からは、副部長、ＧＣＵ病棟

師長、ＨＣＵ病棟師長、救急外来師長、外来師長、小児看護専門看護師の６名がメンバーとなった。ソーシ

ャルワーカーは、組織発足当初より情報の集約及び発信と関係者・関係機関をつなぐ機能を果たしてきた。

今年度は常勤２名と児童虐待対応医療ネットワーク事業のコーディネーターとして雇用されている非常勤 1

名の計３名で対応した。更に法的対応が必要になったことを考慮し、昨年度に引き続き、事務局業務部長が

メンバーに加わり、合計すると令和２年度の構成員は２５名となった。 

 令和２年度中に CAATが新規にリストアップした児童数は 1６５名であり、昨年度の１９０名を２５名下回

った。CAAT発足から平成２７年度まで対象件数に全例含めていた「埼玉県妊娠期からの虐待予防強化事業」

に基づく養育支援連絡票発送者は、新生児病棟に入院する患者についてほぼ全ケース発送することとなった

ため、平成２８年度以降は不適切養育に結びつくようなケースのみカウントすることとした。 

令和２年度の CAATの実績としては、臨時会議開催回数３０回（H30年度：82回、H31年度：66回）、書

面による通告件数１１件（H30年度：30件、H31年度：24件）、一時保護委託は８人・９３日（H30年度：

23人・398日、H31年度：15人・244日）となった。 

 CAATがリストアップした１６５件の内訳は表に示した。 

                                         （高根澤 春江） 

【埼玉県児童虐待対応医療ネットワーク事業】 

 平成２８年度より、こども安全課からの委託を受け、埼玉県内の医療機関を中心とするネットワーク事業

を立ち上げた。同年、地域連携・相談支援センターにこの事業のコーディネーターとして非常勤のソーシャ

ルワーカーを１名配置した。今年度も同じ職員が、他のソーシャルワーカーと協力しながら、地域からの虐

待に関する相談・対応、統計業務、警察対応等を行った。コアメンバーの会議の設定、研修会の開催等は、

事務局リーダーの副病院長、主査の協力を得て事業を進めた。 

 令和２年度中に行った事業は、第１回目実行委員会を８月５日、小児医療センター講堂で開催した。これ

以降の事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から Web開催とした。第２回目実行委員会は１月

２２日に開催した。講演会を２回（10月 12日：74人出席、2月 25日：218人出席）開催した。教育講演会

は、子どもと家庭のメンタルクリニックやまねこ小児精神科医の奥山眞紀子先生を招き、「社会を変えた虐

待事例 日本の虐待対応 20年の歩み」をテーマに、実際に関わった虐待事例を交えながら、強化すべき児童

虐待の課題について話された。講演会は、当ネットワーク事業の実行員である、おかだこどもの森クリニッ

ク院長 岡田邦之先生が、「虐待による乳幼児頭部外傷（AHT)の現状と問題点 ～医療と福祉・司法の連携～」

をテーマに、AHTの発生メカニズム、見逃しの原因となる症状の非特異的な臨床徴候や予後、AHT刑事裁判に

ついて話をされた。最後に、児童虐待を考えるときに一番大切なものは「子どもの視点に立つこと」であり、

AHT の診断は加害者の意図や被害者の診断といった法的な診断ではなく、子どもが呈した症状・所見に対す

る医学的診断であることを聴講者と共有することができ好評を得た。 

                                         （村田 規子）  
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第第 88章章  臨臨床床研研修修委委員員会会  

 
1. 臨床研修委員会の立場 

（1）協力型臨床研修病院として、令和 2 年度もさいたま赤十字病院から 20 名、埼玉医科
大学病院から 1名、三井記念病院から２名の初期研修医をそれぞれ受け入れた。1か月間
の研修を感染免疫科、消化器肝臓科、血液腫瘍科、総合診療科、新生児科、集中治療科が

それぞれ担当した。 
（2）小児科専門研修（以前は後期研修と称した）について、平成 29年度からスタートした
新専門医制度で当センターは基幹病院として日本専門医機構により承認されている。 

 
2. 小児科専攻医（レジデント） 

（1）今年度は以下の 5名の専攻医を迎えた：青山周平、齋藤佳奈子、坂田慎一郎、宮下晶、
山木亮一。 
（2）3 名の専攻医の研修修了を承認した：竹田里可子、谷柚衣子、梁偉博。この 3 名は、

2021 年秋に予定されている小児科専門医試験を受験予定である。規定のプログラムを修
了し、試験出願の必須項目となっている論文投稿もクリアした。 
（3）2021年度採用分の専攻医試験を行い、定員の 5人を合格とした。 
 
3. その他 

（1）コロナ禍の影響 
・サマーセミナーを中止した 
・病院見学件数の減少に伴い、オンライン説明会（全 3回）を開催した。 

（2）専攻医評価について、専攻医の人数が年々増加して評価スケジュールも過密になって
きた。Googleフォームを活用して、作業の効率化を図っている。 
（3）成都会という、従来は国立成育医療研究センターと都立小児総合医療センターのレジ
デントが開催していた合同カンファレンスに2018年から当センターも参加させてもらい、
2019年から正式加入となった（成都埼に名称変更）。臨床研修委員会は後援という立場で、
2021年 1月に初の埼玉主管（web開催）として開催された。 

 
（田中学） 
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表表１１　　受受理理時時点点のの年年齢齢構構成成

1歳未満
1歳以上
3歳未満

3歳以上
6歳未満

6歳以上
9才未満

9歳以上
12歳未満

12歳以上
15歳未満

15歳以上 合計

55 37 36 11 15 6 5 165

表表２２　　受受理理理理由由
関係機関から 救急 他院から 入通院中 合計

71 34 18 42 165

　註：「入通院中」は、入通院している患者・家族に対して「何かおかしい」と感じる

　　　スタッフの気づきを示す。

表表３３　　虐虐待待内内容容

身体的虐待 心理的虐待 ネグレクト 性的虐待 その他 合計

21 14 125 2 3 165

　註１：「ネグレクト」は、不適切養育全般を含む。熱傷・頭部外傷等身体に影響を及ぼす事故に関しても、

　　　未然に事故を防ぎえなかったことに焦点をあて、「ネグレクト」としてカウントしている。

　註２：「その他」は、「妊娠期からの虐待予防事業」に基づき、保健機関に連絡票を発送したもののうち、

　　　特に虐待予防の視点を要するケースをカウントした。到着時心肺停止（ＣＰＡＯＡ）、代理ミュンヒ

　　　ハウゼン症候群（ＭＳＢＰ）も「その他」としてカウントした。

　註３：ＤＶ目撃は「心理的虐待」としてカウントした。

　
表表４４　　主主診診療療科科

新生児科 代謝・内分泌科 腎臓科 感免･ｱﾚﾙｷﾞｰ科 血液・腫瘍科 循環器科 神経科 遺伝科 総合診療科

17 2 3 1 5 11 15 0 12

泌尿器科 消化器・肝臓科 小児外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 耳鼻咽喉科

1 1 4 0 3 12 16 4 1

眼科 小児歯科 集中治療科救急診療科外傷診療科 精神科

2 0 9 26 1 19

表表５５　　虐虐待待とと関関係係すするる疾疾患患

頭部外傷 硬膜外血腫 10

硬膜下血腫 7

脳挫傷 1

骨折 頭蓋骨骨折 11

肋骨骨折 0

11

眼底出血 4

打撲痕・挫創 14

熱傷 11

栄養障害 低身長 0

脱水 0

体重減少 1

誤飲 5

溺水 0

ＣＰＡＯＡ 2

　註：複数カウントあり。

合　計

165

その他の骨折
(鎖骨、顔面、上肢、下肢）
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第第１１００章章  栄栄養養ササポポーートトチチーームム（（NNuuttrriittiioonn  SSuuppppoorrtt  TTeeaamm；；NNSSTT））  

 栄養サポートチーム（以下 NST）は、栄養管理を通じて疾患の治療や発育、発達を支える医療チームと

して平成 20年 7月に活動を開始した。メンバーは病院長、副病院長を顧問に、TNT研修修了医師（外科・

消化器肝臓科・集中治療科、血液腫瘍科）、看護師（各認定看護師・病棟担当看護師）、管理栄養士（NST

専門療法士）、薬剤師（NST 専門療法士）、臨床検査技師、理学療法士、医事職員の 28 名で構成されてい

る。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、活動を縮小せざるを得なかったが、NST回診延べ

人数は前年度の約 2倍となり、栄養不良患者への介入が増加した。また、集中治療科医師メンバーを中心

に急性期経腸栄養マニュアルを作成し、集中治療領域の栄養介入も増加してきている。 

（1）NST委員会・NST看護部小委員会

 NST委員会は奇数月の第４木曜日にメール審議を中心に開催し、NST活動の運営全般について協議を行 

った。また、看護部小委員会では、必要に応じて、NST 活動の情報共有を行い各病棟との連携を図った。 

（2）栄養評価 

入院時、全例（1日入院を除く）に栄養管理計画書を作成し、栄養評価を実施している。栄養評価結果

は電子カルテ上に表示し栄養不良者の情報を共有している。栄養不良と判定された場合は、2週間後に再

評価を実施し、再評価で高度栄養不良患者については、病棟スタッフへ情報発信し、NST介入へつなげる

はたらきかけを行っている。 

（3）NST回診

 担当医師からの依頼制とし、毎週月曜日カルテ回診・カンファレンスを行っている。年度途中より病棟

回診は中止したが、依頼医との連携を密に取り栄養介入を行った。栄養不良患者割合の多い、血液腫瘍

科、集中治療科、循環器科からの依頼が増えている。 

（4）NSTカンファレンス

栄養管理計画書よりスクリーニングした高度栄養不良患者について、NSTメンバーで情報共有し、カル

テ回診により栄養モニタリングを行っている。必要に応じて主治医へ栄養介入の必要性を提案している。 

カンファレンス時間短縮のため、年度途中から中止とした。

（5）栄養コンサルテーション 

院内スタッフからの栄養管理に関する質問について随時対応している。 

（6）NST勉強会

 栄養療法の啓蒙・普及のため勉強会の企画・運営を行っている。今年度は感染防止対策のため、開催中

止とした。 

（7）NST活動ツールの整備

創傷治癒促進目的の栄養補助食品としてオルニュートを採用した。また、システム更新時に栄養シミュ

レータをより効果的に使えるよう改修した。

電子カルテのサイボウズに、栄養に関する情報を NSTツールとして掲載、随時更新している。

ア NST委員会 6回 

イ 栄養管理計画書作成数 6452件（入院時 5006件、再評価時 1446件） 

ウ NST回診 43回（依頼 17件 延べ回診人数 339名） 

エ NSTカンファレンス 15回 44件 

オ 栄養コンサルテーション 132件 

（小山みどり） 


